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次の救急医療協力診療所について，茨城県救急医療協力病院及び診療所に関する規則（昭和52年茨城県規則第11号）

第4条第 1項第 1号の規定による申出の撤回があったので，同条第2項において準用する第3条第2項の規定により

告示する。

平成25年5月27日

茨城県知事 橋 本 E日ヨ

名 称 所 在 地

医療法人芹澤医院 石岡市国府6-4-2
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（イ） 大規模小売店舗において小売業を行う者（法人にあっては代表者の氏名）

（変更前） 株式会社ベイシア

代表取締役高山正雄

（変更後） 株式会社ベイシア

代表取締役赤石好弘

(3) 届出年月日

平成25年4月23日

2 市町村の意見

なし

3 縦覧の場所

茨城県商工労働部中小企業課

茨城県告示第605号

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 8条第 1項の規定に基づく市町村の意見の概要について．同条第

3項の規定に基づき次のとおり公告し．その意見書は．本日から 1月間縦覧に供する。

平成25年5月27日

茨城県知事橋本 昌

1 大規模小売店舗の概要

(1) 大規模小売店舗の名称及び所在地

イオンタウン水戸南

東茨城郡茨城町長岡3480番地外

(2) 届出の概要

ア 届出の種類及び届出の公告8

変更の届出（第 6条第2項）

平成25年1月15日

イ 変更しようとする事項

駐車場の収容台数

（変更前） 1,833台

（変更後） 1,620台

(3) 届出年月日

平成24年12月27日

2 市町村の意見

特になし

3 縦覧の場所

茨城県商工労働部中小企業課

茨城県告示第606号

漁業法（昭和24年法律第267号）第11条第 1項の規定により茨城海区における漁業種類．漁場の位置及び区域，漁
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業時期その他漁業の免許の内容たるべき事項．免許予定日．申請期間並びに関係地区又は地元地区を次のとおり定め

たので．同条第5項の規定により公示する。

平成25年5月27日

茨城県知事橋本 昌

1 公示番号茨共第 1号

2 免許の内容たるべき事項

(1) 漁業種類．漁業の名称及び漁業時期

漁業種類 漁業の名称 漁業時期

第1種共同漁業 いせえび漁業 1月1日から12月31日まで

うに漁業 1月1日から12月318まで

なまこ漁業 1月1日から12月318まで

ほや漁業 1月1日から12月318まで

あわび漁業 1月1日から12月31日まで

さざえ漁業 1月1日から12月31日まで

かき漁業 1月1日から12月31日まで

いがい漁業 1月1日から12月31日まで

わかめ漁業 1月1日から12月31日まで

あらめ• かじめ漁業 1月1日から12月31日まで

ひじき漁業 1月1日から12月31日まで

(2) 漁場の位置

茨城県北茨城市平潟町地先

(3) 漁場の区域

次の基点 J, ア，イ，ウ，エ及び基点第24号の各点を順次に結んだ線と最大裔潮時海岸線とによって囲まれた

区域（別紙図面のとおり）

基点 J 茨城県北茨城市平潟町平潟漁港西防波堤に設置した標識

基点第24号 茨城県北茨城市平潟町字北ノ作1435番地の 1に設置した標柱

ア 基点 Jから348度45分32秒（真方位） 115メートルの点

イ アから48度33分8秒（真方位） 59.5メートルの点

ウ イから79度30分（真方位） 1,100メートルの点

工基点第24号から77度（真方位） 700メートルの点

3 免許予定日

平成25年9月1日

4 申請期間

平成25年5月27日から平成25年7月26日まで

5 関係地区

茨城県北茨城市平潟町及び関本町関本中

6 存続期間

平成25年9月1日から平成35年8月31日まで
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l 公示番号茨共第3号

2 免許の内容たるべき事項

(1) 漁業種類．漁業の名称及び漁業時期

漁業種類 漁業の名称 漁業時期

第 1種共同漁業 いせえび漁業 1月1日から12月318まで

うに漁業 1月1日から12月31日まで

なまこ漁業 1月1日から12月31日まで

ほや漁業 1月18から12月318まで

えむし漁業 1月1日から12月318まで

あわび漁業 1月1日から12月318まで

さざえ漁業 1月1日から12月31日まで

かき漁業 1月1日から12月31日まで

いがい漁業 1月1日から12月31日まで

はまぐり漁業 1月1日から12月31日まで

こたまがい漁業 1月1日から12月31日まで

うばがい漁業 1月1日から12月31日まで

わかめ漁業 1月1日から12月31日まで

あらめ• かじめ漁業 1月1日から12月318まで

ひじき漁業 1月1日から12月318まで

いわのり漁業 1月1日から12月31日まで

あおさ漁業 1月1日から12月31日まで

まつも漁業 1月1日から12月31日まで

ふのり漁業 1月1日から12月318まで

てんぐさ漁業 1月1日から12月318まで

(2) 漁場の位置

茨城県北茨城市大津町，関南町磯原町及び中郷町並びに高萩市高戸地先

(3) 漁場の区域

次の基点第24号，ア，イ，ウ，エ，オ，力，キ，ク及び基点第20号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸

線とによって囲まれた区域（別紙図面のとおり）

基点第24号 茨城県北茨城市平潟町字北ノ作1435番地の 1に設置した標柱

基点第27号 大津岬灯台（茨城県北茨城市大津町）の中心点

基点第22号 茨城県北茨城市中郷町下桜井字南山下973番地に設置した標柱

基点第20号 茨城県高萩市大字高戸字新立631番地に設置した標柱

ア 基点第24号から77度（真方位） 700メートルの点

イ 基点第27号から33度（真方位） 1,300メートルの点

ウ 基点第27号から125度（真方位） 1,300メートルの点

工 基 点 第27号から160度（真方位） 1,300メートルの点

オ 基点第27号から200度（真方位） 1,300メートルの点

力 基点第27号から234度（真方位） 2,100メートルの点

キ 基点第22号から115度（真方位） 1,000メートルの点
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　　イ　変更した事項

　　　契　大規模小売店舗を設置する者の住所及び代表者の氏名

　　　　　（変更前）

　

　　　　　（変更後）

　

　　　形　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　桓　届出年月日

　　　令和２年２月６日

２　市町村の意見

　　特になし

３　縦覧の場所

　　茨城県産業戦略部中小企業課

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

茨城県告示第234号

　漁業法（昭和24年法律第267号）第11条第１項の規定により茨城海区における漁業種類，漁場の位置及び区域，漁

業時期その他漁業の免許の内容たるべき事項，免許予定日，申請期間並びに関係地区を次のとおり定めたので，同条

第５項の規定により公示する。

　　　令和２年３月12日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　公示番号　　　茨共第17号

２　免許の内容たるべき事項

　敢　漁業種類，漁業の名称及び漁業時期

　

　柑　漁場の位置

　　　茨城県神栖市地先

　桓　漁場の区域

　　　次のア，イ，ウ，エ及びアを順次に結んだ線によって囲まれた区域（別紙図面のとおり）

　　　　基点　茨城県神栖市波崎漁港東防波堤Ｂに設置した標識

　　　　ア　基点から55度（真方位）6,608.5メートルの点

　　　　イ　アから55度（真方位）4,000メートルの点

　　　　ウ　イから325度（真方位）6,400メートルの点

　　　　エ　アから325度（真方位）6,400メートルの点
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代表者氏名住　　　　所氏名又は名称

藤田　勝幸東京都台東区上野七丁目14番４号大和情報サービス株式会社

日下　孝明つくば市西大橋599番地１株式会社ワンダーコーポレーション

代表者氏名住　　　　所氏名又は名称

藤田　勝幸東京都千代田区飯田橋二丁目18番２号大和情報サービス株式会社

内藤　雅義つくば市小野崎294番地１株式会社ワンダーコーポレーション

漁業時期漁業の名称漁業種類

12月１日から翌年９月30日まで雑魚建網漁業第２種共同漁業
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３　免許予定日

　　令和２年７月１日

４　申請期間 

　　令和２年４月１日から同月30日まで

５　関係地区

　茨城県ひたちなか市のうち平磯町以南の旧那珂湊市，東茨城郡大洗町，鉾田市，鹿嶋市，神栖市及び千葉県銚子

市

６　存続期間 

　　令和２年７月１日から令和５年10月31日まで
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